
 

  

       ～裁判の IT化のうごきから～ 

民事裁判手続きの IT 化を検討する法制審議会が今年６月から始まっています。インターネッ

トによる書面の提出を始めとして、いろいろな検討がされており、民事裁判が大きく変わろう

としています。インターネットが使えない国民に対する手当てなども必要です。 

大きな問題は、「特別訴訟」（主張や証拠を制限することにより一定期間で審理を終えるとい

う特別な訴訟手続）の新設が提案されていることです。特別訴訟は、最高裁判所が、昨年、法

制審議会に先立って行われた「民事裁判手続等ＩＴ化研究会」で提案したものです。 

しかし、特別訴訟は、①裁判を受ける権利と抵触するおそれがある、②ラフジャスティス（粗

雑な審理）になるおそれがある、③必要性が乏しい、と言えます。そもそも民事裁判のＩＴ化

と関係がありません。日本弁護士連合会は、今年６月に「賛成できない」との意見を発表し、

市民委員は、法制審議会で懸念や疑問を表明しましたが、予断を許しません。 

民事裁判のＩＴ化に乗じて、主張や証拠までをも制限して裁判の迅速化を安易に図る本制度

の問題点を多くの方に知っていただき、国民にとって真に役立つ訴訟を実現するために、ズー

ム学習会を企画しました。多くの市民、法律家にご参加いただければと思います。 

 

・裁判 IT化と民事訴訟法改正 

   弁護士 正木みどり 外 

・民事訴訟の利用者の立場から 

   全国消費生活相談員協会理事長 増田悦子 

・その他様々の立場の皆様からのご意見も  

           

 

 

 

 

 

t-nakamori@abenolaw.jp （弁護士中森俊久）までメールでお申込みをいただい

た方に、ZOOM に関するご案内を１１月１９日（木）正午までにメールでお送り

いたします。 

 

主催  特別訴訟制度に反対する弁護士有志 

           連絡先 〒530-0047 大阪市北区西天満４－６－１８  

アクセルビル３階 太平洋法律事務所 

               弁護士 国府 泰道 （電話 06-6311-9182） 

日 時 ： ２０２０年１１月１９日（木）午後６時～８時  

会 場 ： ズームによるオンライン配信（参加費無料） 

 

加費無料） 
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